
【担当・問合せ先】旭川市 市民生活部 市民活動課 市民活動係 (☎ 0166-25-6012)

市民のアイデアやノウハウをまちづくりに活

かすため，市民活動団体から市と協働して実施

する事業の提案を募集しました。

応募のあった事業から，令和４年度に実施す

る事業を決定するため，「プレゼンテーション」

による審査を実施します。

どなたでも観覧できますので，ぜひ足をお運

びください。

※感染症拡大防止のためマスクの着用をお願いします。

※感染症の状況によっては，入場制限や，公開中止となる場

合がございます。

「市民の企画提案
による協働のまち
づくり事業」って
なあに

どんな事業が
提案されたの

提案事業についての

プレゼンテーションを

公開


